
 

 

和歌山県最低賃金が１０月１日から時間額８３０円に改正 

～現行の８０３円から２７円引上げ～ 

 和歌山県最低賃金の改正については、和歌山地方最低賃金審議会（会長 冨山 信

彦）から８月５日に和歌山労働局（局長 池田 真澄）に対して答申が行われ、異

議の申出等の審議を経て、本日、官報に掲載されたことで、10月１日からの発効が

確定しました。 

 和歌山県最低賃金は、現行の時間額 803 円から 27 円引き上げられて時間額 830

円となります。 

 和歌山県においては７年連続で 10 円以上の引上げとなり、最低賃金が時間額の

みで定められた平成 14年度以降では金額、率ともに最大の引上げとなることから、

和歌山労働局では、各自治体、使用者団体等に対して重点的な周知広報に努めるこ

ととしています。 

 最低賃金については、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年６月

21 日閣議決定）等の政府方針において、より早期に全国加重平均が 1000 円になる

ことを目指すとされており、全国的にも当政府方針や７月 31 日に中央最低賃金審

議会から示された目安等を考慮した引上げとなっています。 

 このため、厚生労働省では、経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより影響

を受ける中小企業に対して、①ワンストップ＆無料の相談・支援体制を整備する（専

門家派遣・相談等支援事業）②中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組

を支援する（業務改善助成金）③業種別団体の賃金底上げのための取組を支援する

（時間外労働等改善助成金（団体推進コース））といった支援を実施しています。 

（別添リーフレット参照） 

 

【参考：和歌山県最低賃金額及び前年上昇率、上昇額】 

年度 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 

最低賃金額 715円 731円 753円 777円 803円 830円 

対前年度上昇率※ 2.00％ 2.24％ 3.01％ 3.19％ 3.35％ 3.36％ 

対前年度上昇額 14円 16円 22円 24円 26円 27円 

※小数点第 3位四捨五入 
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